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1 環境影響評価の推進
環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際

し，事業者は，事前に環境への影響について調査，予測及

び評価を行い，その結果を公表して地域住民等の意見を聴

くなど，環境保全について適正な配慮を確保することによ

り，環境汚染の未然防止が図られるよう，環境影響評価

（環境アセスメント）を行うこととなっています。
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第６章
共通的基盤的施策の推進
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2 その他の共通的基盤的施策
11．．環環境境保保全全資資金金融融資資制制度度
公害防止施設の設備・改善をはじめ，環境保全のための

経費について長期低利の融資制度によって資金的援助を行

い，環境への負荷の低減を図るための取組の促進を図って

います。

22．．調調査査研研究究・・技技術術開開発発のの推推進進
保健環境センターをはじめとする県の各試験研究機関で

は，大気汚染，水質汚濁，騒音，振動など環境に関する測

定や検査・分析，環境保全技術や健康影響，農業技術，環

境にやさしい技術の開発などに取り組んでいます。

33．．環環境境監監視視・・環環境境情情報報シシスステテムムにによよるる常常
時時監監視視等等のの実実施施

大気汚染，水質汚濁，県内の工場からの汚染物質排出量

など，環境に関するさまざまな情報を収集・蓄積し，行政

計画の策定や環境影響評価の実施等を支援するため，大気

汚染・水質汚濁に関する「監視システム」や，大気・水質

等に関する「情報管理システム」を逐次整備し，運用を図

っています。

44．．公公害害苦苦情情事事案案・・公公害害紛紛争争へへのの対対応応
県及び市町村は，公害に関する苦情について住民の相談

に応じ，苦情処理に必要な調査，指導及び助言等を行って

います。また，公害に係る紛争について，迅速かつ適正な

解決を図るため，広島県公害審査会において，あっせん，

調停及び仲裁を行っています。
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公害苦情事案の処理状況�
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中小企業者の公害防止施
設や，地球環境の保全配
慮した施設・設備等に要
する資金の融資�

5,000万円�
ダイオキシン防止対策：�

8,000万円�
マネジメントシステム導入：�

2,000万円�













小規模企業者等設備導入
資金助成法に基づき，小
規模企業者等及び創業者
が経営基盤の強化を図る
ため，公害防止設備を導
入する場合の設備資金の
貸付・設備貸与�

�
◆設備資金貸付：�

4,000万円�
（所要資金の1／2以内）�
◆設 備 貸 与：�

6,000万円�

中
小
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業
高
度
化

資
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貸
付
制
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中小企業者が，協同組合
等を組織して，共同で公害
防止施設を設置する場合，
構造改善高度化事業とし
て貸付条件を優遇�

�
�

取得資金の80％以内�




